
提

出

者

北

川

れ

ん

子

平
成
十
三
年
六
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

一

一

一

号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
お
け
る
退
去
強
制
手
続
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
お
け
る
退
去
強
制
手
続
に
関
す
る
質
問
主
意
書

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
以
下
「
入
管
法
」
）
に
お
け
る
退
去
強
制
手
続
に
つ
い
て
は
、
入
管
法
第
二
四
条
各
号
へ

の
該
当
性
を
判
断
す
る
た
め
の
違
反
調
査
、
審
査
段
階
で
行
わ
れ
る
収
容
お
よ
び
同
施
設
や
在
留
特
別
許
可
の
可
否
、
難
民
認

定
基
準
な
ど
こ
れ
ま
で
様
々
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

収
容
お
よ
び
同
施
設
に
つ
い
て
「
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」
（
以
下
「
自
由
権
規
約
」
）
に
基
づ
く

人
権
委
員
会
（
以
下
「
規
約
人
権
委
員
会
」
）
は
第
四
回
政
府
報
告
に
対
す
る
最
終
見
解
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い

る
。「

一
九．

委
員
会
は
入
国
管
理
手
続
き
﹇
退
去
強
制
手
続
き
﹈
の
決
定
が
で
る
ま
で
の
間
に
収
容
さ
れ
て
い
る
人
々
へ
の
暴

行
や
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
性
的
い
や
が
ら
せ
）
に
関
す
る
苦
情
申
し
立
て
に
関
し
て
懸
念
を
有
す
る
。
こ
れ
に
は

過
酷
な
収
容
状
態
、
手
錠
の
使
用
、
隔
離
室
へ
の
収
容
が
含
ま
れ
る
。
（
略
）
委
員
会
は
、
締
約
国
が
収
容
の
状
態
を
再
調
査

し
、
必
要
な
ら
ば
規
約
第
七
条
及
び
第
九
条
に
沿
っ
た
状
態
に
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。
」

二
〇
〇
一
年
五
月
二
五
日
に
出
さ
れ
た
法
務
省
人
権
擁
護
審
議
会
の
最
終
答
申
「
人
権
救
済
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
で

は
「
公
権
力
に
よ
る
人
権
侵
害
」
と
し
て
「
捜
査
手
続
や
拘
禁
・
収
容
施
設
内
に
お
け
る
暴
行
そ
の
他
の
虐
待
等
、
固
有
の
問

一



題
が
あ
る
。
」
と
事
実
関
係
を
認
め
て
い
る
。
他
方
、
そ
の
救
済
手
段
と
し
て
は
「
行
政
処
分
に
対
し
て
は
一
般
的
な
行
政
不

服
審
査
や
個
別
の
不
服
申
立
の
手
続
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
」
「
捜
査
手
続
や
拘
禁
・
収
容
施
設
内
で
の
虐
待
等
に
つ
い
て

は
、
不
審
判
請
求
を
含
む
刑
事
訴
訟
手
続
の
ほ
か
、
内
部
的
監
査
・
監
察
や
苦
情
処
理
の
シ
ス
テ
ム
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
」

と
し
て
、
独
立
し
た
人
権
救
済
機
関
の
取
り
扱
い
対
象
と
し
て
い
な
い
。

こ
の
答
申
に
先
立
ち
同
省
入
国
管
理
局
は
「
入
国
管
理
局
収
容
施
設
に
お
け
る
新
た
な
不
服
申
立
制
度
の
導
入
に
関
す
る
意

見
募
集
」
と
し
て
不
服
申
立
制
度
を
提
案
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
権
擁
護
審
議
会
最
終

答
申
が
い
う
不
服
申
立
の
手
続
が
、
未
整
備
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
新
た
な
不
服
申
立
制
度
」
と
い
う

部
分
的
見
直
し
で
は
問
題
の
抜
本
的
解
決
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
「
公
権
力
に
よ
る
人
権
侵
害
」
に
は
、
不
服
申
立
制
度
や
不

審
判
請
求
、
内
部
監
査
・
監
察
は
機
能
せ
ず
、
早
急
な
る
独
立
し
た
人
権
救
済
機
関
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

規
約
人
権
委
員
会
最
終
見
解
は
述
べ
る
。

「
一
〇．

そ
の
な
か
で
も
特
に
委
員
会
は
、
警
察
や
入
国
管
理
局
職
員
に
よ
る
虐
待
に
関
す
る
苦
情
申
し
立
て
を
、
調
査
や

是
正
の
た
め
に
持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
独
立
し
た
機
関
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
懸
念
す
る
。
委
員
会
は
、
締
約
国
に
よ
っ
て

そ
の
よ
う
な
独
立
し
た
組
織
ま
た
は
担
当
者
が
遅
滞
な
く
設
置
さ
れ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。
」

二



入
国
管
理
局
が
提
案
す
る
「
新
た
な
不
服
申
立
制
度
」
や
人
権
擁
護
審
議
会
最
終
答
申
は
、
規
約
人
権
委
員
会
最
終
見
解
に

沿
う
も
の
で
は
な
く
、
入
国
管
理
に
関
わ
る
事
案
を
人
権
擁
護
推
進
法
に
基
づ
く
新
た
な
人
権
救
済
制
度
の
適
用
外
に
お
こ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
に
鑑
み
、
以
下
質
問
す
る
。

一

現
時
点
で
の
入
国
管
理
収
容
施
設
ご
と
の
被
収
容
者
の
国
籍
別
人
数
及
び
収
容
期
間
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

行
政
手
続
に
よ
る
長
期
の
収
容
が
自
由
権
規
約
に
反
す
る
と
い
う
、
規
約
人
権
委
員
会
の
「
最
終
見
解
」
に
つ
い
て
ど
う

考
え
る
か
。
ま
た
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
全
件
収
容
主
義
が
自
由
権
規
約
に
反
す
る
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

考
え
る
か
。

三

各
収
容
施
設
に
お
け
る
運
動
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
、
ど
の
程
度
の
頻
度
で
行
わ
れ
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
時
間
を
一
回
に
つ

き
要
し
て
い
る
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
こ
れ
ら
は
被
収
容
者
処
遇
規
則
第
二
八
条
に
違
反
し
て
い
な
い
か
。
違
反
し
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
な
是
正
措
置
を
と
っ
て
い
る
か
、
合
わ
せ
て
示
さ
れ
た
い
。

四

入
浴
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
頻
度
で
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
時
間
を
要
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
。
そ
の
際
、
立
ち
会
う
職
員

は
同
性
か
。

三



五

収
容
施
設
で
十
分
な
診
療
が
行
い
え
な
い
、
あ
る
い
は
診
療
不
可
能
な
病
気
等
の
診
療
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を

し
て
い
る
か
。
ま
た
被
収
容
者
が
よ
り
い
っ
そ
う
の
診
療
を
求
め
る
場
合
は
、
ど
う
対
応
し
て
い
る
の
か
。
収
容
施
設
の
行

う
診
療
と
自
費
診
療
で
は
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
か
。

六

こ
の
一
〇
年
間
に
法
務
大
臣
が
在
留
特
別
許
可
の
裁
決
を
行
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
「
日
本
人
と
の
婚
姻
に
よ
る
」
等
な

ん
ら
か
の
分
類
を
行
っ
て
い
る
か
。
行
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
分
類
と
各
年
の
そ
れ
ぞ
れ
の
件
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

再
上
陸
拒
否
期
間
に
つ
い
て
定
め
た
入
管
法
第
五
条
第
九
項
は
「
両
親
に
付
き
従
っ
て
」
な
ど
本
人
の
意
思
と
関
わ
り
な

く
本
邦
に
不
法
入
国
・
不
法
上
陸
・
不
法
滞
在
す
る
こ
と
と
な
る
。
再
上
陸
拒
否
期
間
は
退
去
強
制
さ
れ
た
未
成
年
者
に
対

し
て
も
一
律
に
適
用
さ
れ
る
か
。

八

未
成
年
被
収
容
者
に
つ
い
て
入
国
管
理
局
以
外
の
施
設
に
保
護
、
収
容
す
る
こ
と
は
あ
る
か
。
あ
れ
ば
、
そ
の
保
護
、
収

容
施
設
と
人
数
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
法
的
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

九

こ
の
一
〇
年
間
に
被
収
容
者
か
ら
通
信
希
望
が
あ
っ
た
件
数
お
よ
び
そ
の
可
否
の
内
訳
、
申
請
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

一
〇

被
収
容
者
が
原
告
と
な
り
訴
訟
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
裁
判
へ
の
出
廷
は
許
可
し
て
い
る
か
。
許
可
し
て
い
な

四



い
場
合
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


